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【手続補正書】
【提出日】平成22年2月9日(2010.2.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乾燥フィルムの総重量に対して、少なくとも１つの水溶性フィルム形成ポリマーを４５
～９０重量％と；
　活性剤と、
を含む、口腔粘膜に対する高い粘膜付着性および遅い分解速度を有する、分解可能な口腔
フィルムであって、
　人工のヒトの唾液溶液にインビトロで少なくとも１５分間曝した後、少なくとも部分的
な一体性と活性剤放出能力を維持しており、
　ポリエチレンオキシドとヒドロキシプロピルメチルセルロースとの混合物、ヒドロキシ
プロピルメチルセルロースとキサンタンガムとの混合物、またはヒドロキシプロピルメチ
ルセルロースとアラビアゴムとの混合物のいずれかを含む、前記口腔フィルム。
【請求項２】
　前記口腔フィルムが、ポリエチレンオキシドとヒドロキシプロピルメチルセルロースと
の混合物を含む、請求項１に記載の分解可能な口腔フィルム。
【請求項３】
　フィルム中のポリエチレンオキシドのヒドロキシプロピルメチルセルロースに対する比
率が１：２～１：５である、請求項２に記載の分解可能な口腔フィルム。
【請求項４】
　前記口腔フィルムが、ヒドロキシプロピルメチルセルロースとキサンタンガムとを含む
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、請求項１に記載の分解可能な口腔フィルム。
【請求項５】
　前記口腔フィルムが、ヒドロキシプロピルメチルセルロースとアラビアゴムとを含む、
請求項１に記載の分解可能な口腔フィルム。
【請求項６】
　前記活性剤がニコチン活性物質である、請求項１～５のいずれか１項に記載の分解可能
な口腔フィルム。
【請求項７】
　前記活性剤がニコチン活性物質である、請求項２～４のいずれか１項に記載の分解可能
な口腔フィルム。
【請求項８】
　前記ニコチン活性物質が酒石酸水素ニコチンである、請求項６または請求項７に記載の
分解可能な口腔フィルム。
【請求項９】
　ポリアルキレンオキシドとセルロースポリマーとの混合物と；
　ニコチン活性物質と、
を含む、ニコチン送達のための分解可能な口腔フィルムであって、
　フィルム中に存在するポリアルキレンオキシドのセルロースポリマーに対する比率が１
：２～１：５である、前記口腔フィルム。
【請求項１０】
　口腔粘膜を介したニコチン活性物質の吸収を最大化することにより、タバコ使用の停止
に伴うニコチン欲求を低下または排除するための、請求項６または請求項７に記載の分解
可能な口腔フィルムの使用。
【請求項１１】
　口腔粘膜を介したニコチン活性物質の吸収を最大化することにより、タバコ使用の停止
に伴うニコチン欲求を低下または排除するための、請求項９に記載の分解可能な口腔フィ
ルムの使用。
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